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2021 年度税制改正： 

ベビーシッター利用料助成金を 

非課税へ！ 

 

 

 すでに２０２１年度税制改正において、国や

地方公共団体が実施する子育てに係る利用

料助成金等が非課税とされております。 

 国や地方公共団体では、２０１８年ごろから

待機児童対策や働き方改革の一端として、 

ベビーシッター利用支援事業を展開していま

したが、これまで、ベビーシッターの支援事業

における利用料助成や、認可外保育施設等

に対する地方公共団体独自の利用料助成金

などの国、地方公共団体からの助成金は、原

則、課税所得（雑所得）として、確定申告を行

う必要がありました。 

 

 例えば、東京都のベビーシッター利用支援

事業の場合、０～２歳児の待機児童がいる保

護者や、育児休業を１年間取得した後に復職

する保護者は、１時間の利用料（最大で税込

２４００円）をわずか１５０円（税込）で利用する

ことができ、差額の最大２,２５０円は公費で負

担され、この公費で負担した助成金がベビー

シッター利用者にとって所得税法上の「雑所

得」として課税されていました。 

 

 同改正によって、新型コロナウイルス感染症

に伴う休園・休校に対応するため、ベビーシッ

ター料金等の助成については、これまで特例

で非課税となっていた措置を、そのまま継承

する形で非課税となります。 

 

 そのほか、学資金が所得税法上非課税とさ

れていることや、幼児教育・保育無償化により

国から受ける補助については、子ども・子育て支援法

で非課税とされていることなども踏まえ、子育て支援

の観点から、保育を主とする国や地方公共団体から

の子育てに係る助成等について、所得税を非課税と

する措置を講ずることとされ、適用は２０２１年分以後

の所得税から非課税となっております。 

 

 非課税措置の対象範囲としては、ベビーシッターの

利用料に対する助成のほかに、認可外保育施設等

の利用料に対する助成や、一時預かり、病児保育な

どの子を預ける施設の利用料に対する助成、各助成

と一体として行われる生活援助・家事支援、保育施設

等の副食費・交通費等の助成についても非課税と 

なっておりますので、該当されます方はご確認くださ

い。 
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